
２．金利関連取引
　（１）　通貨別残高（クロスカレンシー取引を除く）

円建 ドル建 ユーロ建 ポンド建 豪ドル建 その他通貨建 総計

164.1 70.5 7.2 3.7 4.8 6.9 257.1

(84,080) (14,114) (1,798) (952) (2,418) (3,934) (107,296)

144.3 61.0 6.8 3.6 4.5 6.7 226.8

(57,358) (11,579) (1,616) (920) (1,703) (3,778) (76,954)

10.0 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 12.3

(22,870) (1,289) (94) (3) (37) (5) (24,298)

9.7 7.4 0.3 0.1 0.3 0.2 18.0

(3,852) (1,246) (88) (29) (678) (151) (6,044)

176.8 30.0 34.2 1.5 2.7 11.0 256.2

(41,154) (5,512) (2,667) (508) (1,517) (4,944) (56,302)

5.5 0.6 0.3 0.0 0.1 - 6.4

(486) (56) (43) (8) (50) - (643)

2,685.7 418.7 287.7 118.9 70.1 97.1 3678.2

(299,036) (45,535) (20,115) (18,783) (9,467) (32,081) (425,017)

3,032.1 519.8 329.4 124.1 77.7 114.9 4,197.9

(424,756) (65,217) (24,623) (20,251) (13,452) (40,959) (589,258)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引の残高は含まれない。

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるものは、
重複して計上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、重複
して計上している。

上記計

第一種金融商品取引業者

銀行等

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

清算機関

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



２．金利関連取引
　（２）　通貨別残高（クロスカレンシー取引分）

円－ドル 円－ユーロ 円－ポンド 円－豪ドル ドル－ユーロ その他 総計

87.2 10.0 1.7 2.8 12.6 28.1 142.4

(16,139) (1,258) (187) (650) (1,438) (10,283) (29,955)

67.8 6.5 1.5 1.3 12.3 27.4 116.8

(11,505) (792) (148) (396) (1,428) (9,924) (24,193)

8.5 0.1 0.0 0.0 - 0.2 8.8

(3,749) (101) (5) (11) - (206) (4,072)

10.9 3.4 0.3 1.4 0.3 0.6 16.9

(885) (365) (34) (243) (10) (153) (1,690)

47.4 2.6 0.5 2.7 5.4 19.9 78.4

(9,456) (590) (100) (1,006) (778) (6,300) (18,230)

4.8 1.0 0.5 0.5 0.1 0.7 7.6

(988) (513) (273) (437) (32) (778) (3,021)

- - - - - - -

- - - - - - -

139.3 13.7 2.7 5.9 18.1 48.7 228.5

(26,583) (2,361) (560) (2,093) (2,248) (17,361) (51,206)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引の残高は含まれない。

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるものは、
重複して計上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、重複
して計上している。

上記計

第一種金融商品取引業者

銀行等

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

清算機関

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



２．金利関連取引
　（３）　残存期間別残高（クロスカレンシー取引を除く）

～１年 １年～５年 ５年～ 総計

47.8 106.5 102.8 257.1

(18,199) (47,933) (41,164) (107,296)

44.0 93.7 89.1 226.8

(13,425) (33,873) (29,656) (76,954)

1.7 5.0 5.7 12.3

(4,210) (11,808) (8,280) (24,298)

2.1 7.8 8.0 18.0

(564) (2,252) (3,228) (6,044)

32.6 90.7 132.9 256.2

(5,779) (15,475) (35,048) (56,302)

0.5 1.4 4.5 6.4

(34) (183) (426) (643)

918.7 1,455.2 1,304.3 3,678.2

(45,001) (143,004) (237,012) (425,017)

999.6 1,653.8 1,544.5 4,197.9

(69,013) (206,595) (313,650) (589,258)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

第一種金融商品取引業者

保険会社

上記計

清算機関

今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引の残高は含まれない。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるも
のは、重複して計上している。

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているた
め、重複して計上している。

地域銀行

銀行等

大手行等

外国銀行支店その他銀行

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



２．金利関連取引
　（４）　残存期間別残高（クロスカレンシー取引分）

～１年 １年～５年 ５年～ 総計

35.3 77.4 29.7 142.4

(7,376) (16,319) (6,260) (29,955)

29.9 63.7 23.2 116.8

(6,048) (13,043) (5,102) (24,193)

3.2 4.4 1.2 8.8

(1,077) (2,421) (574) (4,072)

2.3 9.3 5.3 16.9

(251) (855) (584) (1,690)

18.4 37.0 23.1 78.4

(2,767) (7,642) (7,821) (18,230)

0.3 2.0 5.3 7.6

(134) (772) (2,115) (3,021)

- - - -

- - - -

54.0 116.4 58.1 228.5

(10,277) (24,733) (16,196) (51,206)

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

銀行等

大手行等

保険会社

上記計

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者

清算機関

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引の残高は含まれない。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告
されるものは、重複して計上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されて
いるため、重複して計上している。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



２．金利関連取引
　（５）　商品別残高（クロスカレンシー取引を除く）

固定－変動 変動－変動 OIS スワップション その他 総計

182.2 7.3 0.8 38.0 28.9 257.1

(86,732) (1,399) (447) (7,822) (10,896) (107,296)

160.8 7.2 0.5 36.7 21.7 226.8

(61,393) (1,341) (219) (7,470) (6,531) (76,954)

10.5 0.1 0.0 0.1 1.7 12.3

(21,919) (39) (1) (134) (2,205) (24,298)

10.9 0.0 0.3 1.2 5.5 18.0

(3,420) (19) (227) (218) (2,160) (6,044)

106.3 9.6 2.3 98.1 39.9 256.2

(27,834) (2,159) (829) (15,377) (10,103) (56,302)

2.0 - 0.3 4.1 0.0 6.4

(332) - (4) (287) (20) (643)

2,800.9 591.9 123.4 - 162.1 3,678.2

(339,333) (59,778) (10,021) - (15,885) (425,017)

3,091.4 608.7 126.7 140.2 230.9 4,197.9

(454,231) (63,336) (11,301) (23,486) (36,904) (589,258)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引の残高は含まれない。

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

（注７） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

「固定-変動」とは固定金利と変動金利を交換する金利スワップのことを指し、「変動-変動」とは変動金利同士を交換する金利スワップを指す。「OIS」とは、Overnight
Index Swapの略で、翌日物金利を参照する金利スワップのことを指す。「スワップション」とは、スワップ取引を行う権利を原資産とするオプション取引のことを指す。

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるものは、重複し
て計上している。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、重複して
計上している。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

上記計

第一種金融商品取引業者

銀行等

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

清算機関

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）



２．金利関連取引
　（６）商品別残高（クロスカレンシー取引分）

固定-変動 固定-固定 変動-変動 総計

23.7 35.9 82.8 142.4

(7,541) (10,927) (11,487) (29,955)

20.2 19.9 76.6 116.8

(7,009) (6,755) (10,429) (24,193)

0.2 4.5 4.1 8.8

(249) (2,943) (880) (4,072)

3.3 11.4 2.1 16.9

(283) (1,229) (178) (1,690)

7.3 10.7 60.4 78.4

(3,011) (4,252) (10,967) (18,230)

4.0 3.6 0.0 7.6

(1,082) (1,937) (2) (3,021)

- - - -

- - - -

35.1 50.1 143.2 228.5

(11,634) (17,116) (22,456) (51,206)

（注１） 銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社の残高には、清算機関が債務引受を行った取引の残高は含まれない。

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

（注７） 今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合には変更し得る。

清算機関の残高は、清算機関が国内の銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から債務引受を行った取引の残高を記載している。

上記計

銀行等、第一種金融商品取引業者及び保険会社から報告される非清算店頭デリバティブ取引については、同一の取引であっても双方から報告されるもの
は、重複して計上している。

「固定-変動」とは固定金利と変動金利を交換する金利スワップ、「固定-固定」とは固定金利同士を交換する金利スワップ、「変動-変動」とは変動金利同士を
交換する金利スワップのことを指す。

大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。

清算機関から報告される取引については、債務引受の相手方が双方とも店頭デリバティブ取引報告の対象者である場合は双方分が報告されているため、
重複して計上している。

清算機関

第一種金融商品取引業者

銀行等

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

保険会社

上段 ： 想定元本（兆円）

下段 ： 契約件数 （ 件 ）


